
－81－

一
、
は
じ
め
に

『
太
平
記
』
巻
四
に
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。
児
島
高
徳
が
、

隠
岐
国
に
流
さ
れ
る
途
中
の
後
醍
醐
天
皇
の
救
出
に
失
敗
し
て
、
桜

木
の
幹
に
「
天
、
勾
践
ヲ
空
シ
ク
ス
ル
コ
ト
莫
レ
、
時
ニ
范
蠡
無
キ

ニ
シ
モ
非
ズ
（
天
莫
レ
空
二
勾
践
一
、
時
非
レ
無
二
范
蠡
一
）。」
と
刻
む
。
そ

の
詩
は
、
訳
も
わ
か
ら
ぬ
警
護
の
武
士
に
読
み
上
げ
ら
れ
た
た
め
、

後
醍
醐
天
皇
の
耳
に
入
っ
た
。
天
皇
は
自
分
の
た
め
に
な
お
事
を
図

る
忠
臣
・
義
士
の
あ
る
こ
と
を
知
り
、
頼
も
し
く
思
っ
た
、
と
い
う

シ
ー
ン
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、児
島
高
徳
の
詩
の
説
明
と
し
て
、長
々

と
呉
越
合
戦
の
経
緯
を
叙
述
す
る
。

「
呉
越
戦
の
事
」
は
中
国
春
秋
時
代
の
末
、
東
南
の
片
隅
に
あ
っ

た
両
国
（
呉
・
越
）
の
戦
い
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
に
は

尋
常
な
ら
ざ
る
忍
耐
力
を
も
ち
、
復
讐
一
筋
で
二
十
数
年
も
生
き
る

勾
践
や
、
君
主
の
た
め
に
最
善
を
尽
く
し
、
そ
の
恩
賞
を
受
け
ず
に

隠
居
し
た
范
蠡
、
死
後
も
国
の
滅
亡
を
生
身
で
見
届
け
た
い
の
で
、

眼
を
抜
き
出
し
、
城
門
に
懸
け
て
ほ
し
い
と
願
う
伍
子
胥
な
ど
が
お

り
、
合
戦
譚
の
中
で
も
個
性
豊
か
な
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は

大
き
く
、「
会
稽
の
戦
」、「
囚
人
勾
践
」
と
「
復
讐
の
物
語
」
と
の
三

つ
に
分
け
ら
れ
る
。
越
王
勾
践
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
、

会
稽
で
恥
辱
を
受
け
る
、
囚
人
と
し
て
呉
に
仕
え
る
、
会
稽
の
恥
を

雪
ぐ
、
の
部
分
に
当
た
る
。
本
稿
の
論
じ
る
対
象
は
、
第
一
部
分
の

「
会
稽
の
戦
」
で
あ
る
。

『
太
平
記
』
の
呉
越
合
戦
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
先
行
研
究

が
見
ら
れ
る）

1
（

。
本
稿
は
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
本
説
話
の
源

泉
に
あ
た
る
『
史
記
』
や
『
呉
越
春
秋
』
な
ど
の
漢
籍
と
の
比
較
を

『
太
平
記
』
の
「
会
稽
の
戦
」
論

―
漢
籍
と
の
比
較
を
通
し
て

―

徐　
　
　

萍
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通
し
、『
太
平
記
』
の
描
い
た
「
会
稽
の
戦
」
の
、
原
典
と
の
距
離
を

明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
の
き
っ
か
け
を
日
本
に
お
け
る
「
会
稽

の
恥
」（「
会
稽
の
戦
」）
の
受
容
史
か
ら
探
り
、『
太
平
記
』
の
独
自
性

を
究
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
に
引
用
す
る
『
太
平
記
』
の
本
文
は
玄
玖
本）

2
（

に
基
づ

い
て
翻
刻
し
、
私
意
に
よ
っ
て
読
み
や
送
り
仮
名
を
付
し
た
も
の
で

あ
る
。『
太
平
記
』
巻
四
の
本
文
交
渉
を
精
査
し
た
小
秋
元
段
氏
の

研
究）

3
（

を
参
照
し
な
が
ら
、
最
古
態
を
示
す
Ｂ
系
統
（
梵
舜
本
な
ど
）、

Ｂ
系
統
を
元
に
独
自
の
増
補
改
訂
を
施
し
た
Ｃ
系
統
（
天
正
本
な
ど
）、

Ｃ
系
統
以
後
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
Ｄ
系
統
（
西
源
院
本
な
ど
）

を
も
視
野
に
入
れ
て
論
を
進
め
て
い
く
。

二
、
会
稽
の
戦

本
稿
で
い
う
「
会
稽
の
戦
」
は
、
呉
軍
に
囲
ま
れ
て
屈
辱
的
な
講

和
を
結
ん
だ
地
名
に
ち
な
ん
だ
呼
称
で
あ
る
。
そ
の
合
戦
で
は
、
会

稽
山
に
移
る
前
に
、
呉
越
両
軍
は
ま
ず
夫
椒
で
戦
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。『

太
平
記
』
巻
四
の
呉
越
説
話
で
は
、
夫
椒
で
の
戦
を
以
下
の
よ

う
に
描
く
。

越
王
十
一
年
二
月
上
旬
ニ
、
勾
践
自
ラ
十
余
万
騎
ノ
兵
ヲ
率
シ

テ
呉
国
エ
ゾ
被
レ
寄
ケ
ル
。
呉
王
夫
差
、
是
ヲ
聞
テ
、「
小
敵
ヲ

バ
嬲ア
ナ
ヅ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
ト
テ
、
自
ラ
二
十
万
騎
ノ
勢
ヲ
呉
ト
越

ト
ノ
境
ナ
ル
夫
椒
県
ト
云
所
ニ
馳
セ
向
ヒ
、
①
後
ニ
会
稽
山
ヲ

当
テ
、
前
ニ
曠
河
ヲ
隔
テ
、
陣
ヲ
取
ル
。
②
態
ト
敵
ヲ
討
ン
ガ

為
ニ
、
三
万
余
騎
ヲ
出
テ
、
十
七
万
騎
ヲ
バ
、
陣
ノ
後
ノ
山
陰

ニ
深
ク
隠
テ
ゾ
置
タ
リ
ケ
ル
。
猿
程
ニ
越
王
夫
椒
県
ノ
陣
ニ
打

チ
莅ノ
ゾ
ン

デ
、
呉
ノ
兵
ヲ
見
給
ヘ
バ
、
其
勢
、
纔
ニ
二
、
三
万
騎

ニ
ハ
不
レ
過
ト
覚
ヘ
テ
、
所
々
ニ
控
エ
タ
リ
。
越
王
是
ヲ
見
テ
、

思
フ
ニ
ハ
似
ズ
小
勢
ナ
リ
ケ
リ
ト
蔑
テ
、
十
万
騎
ノ
兵
ノ
同
時

ニ
馬
ヲ
打
チ
入
レ
テ
、
馬
筏
ヲ
組
テ
打
チ
渡
ス
。
比
ハ
二
月
上

旬
ノ
事
ナ
レ
バ
、
余
寒
猶
烈
ク
シ
テ
、
河
水
氷
ニ
列
テ
ケ
レ
バ
、

兵
ノ
手
凍
テ
弓
ヲ
控
ニ
協
ハ
ズ
。
馬
ハ
雪
ニ
泥
ン
デ
懸
挽
モ
自

在
ナ
ラ
ズ
。
サ
レ
ド
モ
越
王
責
鼓
ヲ
打
テ
被
レ
進
ケ
ル
間
、
越

ノ
兵
ノ
我
々
先
ン
ト
轡
ヲ
並
テ
懸
入
ル
。
呉
国
ノ
兵
ハ
兼
テ
ヨ

リ
敵
ヲ
難
所
ニ
帯
入
テ
執
リ
籠
テ
打
ン
ト
擬
タ
ル
事
ナ
レ
バ
、

③
態
ト
一
軍
モ
セ
デ
夫
椒
県
ノ
陣
ヲ
引
退
テ
、
会
稽
山
エ
引
籠

ル
。
越
ノ
兵
勝
ニ
乗
テ
、
北
ヲ
追
フ
事
三
十
余
里
。（
中
略
）。

呉
ノ
兵
二
十
万
騎
、
思
フ
図
ニ
敵
ヲ
難
所
エ
帯
キ
入
テ
、
四
方

ノ
山
ヨ
リ
打
チ
出
テ
、
越
王
勾
践
ヲ
中
ニ
取
リ
籠
リ
、
一
人
モ

不
レ
漏
ト
責
メ
戦
フ
。
④
越
兵
ハ
今
朝
ノ
軍
ニ
遠
懸
シ
テ
馬
人

共
ニ
疲
タ
ル
上
、
無
勢
ナ
リ
ケ
レ
バ
、
呉
ノ
大
勢
ニ
囲
レ
テ
一

所
ニ
打
チ
寄
テ
引ヒ

カ

エ
タ
リ
。
進
テ
前
ナ
ル
敵
ニ
懸
ラ
ン
ト
ス
レ
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バ
、
敵
ハ
険
阻
ニ
支
テ
鏃
ヲ
調
テ
待
チ
懸
タ
リ
。
引
キ
返
シ
テ

後
ナ
ル
敵
ヲ
払
ハ
ン
ト
ス
レ
バ
、
敵
ハ
大
勢
ニ
テ
、
越
兵
ハ
疲

タ
リ
。
進
退
此
ニ
谷

キ
ハ
マ
ッ

テ
、敗
亡
已
ニ
極
レ
リ
。（
中
略
）
越
王
、

遂
ニ
打
チ
負
ケ
テ
、
七
万
騎
討
レ
ニ
ケ
ル
。
勾
践
、
怺
兼
テ
、

会
稽
山
ニ
打
チ
上
リ
、
越
ノ
兵
ヲ
数
ル
ニ
、
打
チ
残
サ
レ
タ
ル

兵
ハ
纔
ニ
三
万
余
騎
ナ
リ
。

勾
践
の
来
襲
を
聞
い
た
呉
王
夫
差
は
、
自
ら
二
十
万
騎
の
軍
隊
を

引
率
し
て
、
策
略
を
め
ぐ
ら
し
つ
つ
、
傍
線
部
①
の
よ
う
に
布
陣
し

た
。
つ
ま
り
、
三
万
余
騎
の
呉
軍
は
曠
河
を
前
に
、
会
稽
山
を
後
ろ

に
陣
取
っ
て
越
軍
を
待
っ
た
の
で
あ
る
。

春
秋
時
代
の
呉
の
国
は
現
在
の
中
国
江
蘇
省
中
南
部
に
あ
り
、
越

の
国
は
現
在
の
浙
江
省
の
中
北
部
に
位
置
す
る
。
つ
ま
り
、呉
が
北
、

越
が
南
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
呉
軍
が
越
と
の
境
界
に
あ
る
夫
椒

に
進
軍
す
る
こ
と
は
、
北
か
ら
南
方
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。「
後

ニ
会
稽
山
ヲ
当
テ
、
前
ニ
曠
河
ヲ
隔
テ
」
る
と
い
う
の
は
、
曠
河
が

南
で
会
稽
山
が
や
や
北
に
あ
り
、
両
者
の
間
に
戦
場
と
し
う
る
ス
ペ

ー
ス
が
あ
る
と
予
想
で
き
る
。
ま
た
、
傍
線
部
②
は
、
呉
王
夫
差
が
、

越
王
の
兵
を
騙
す
た
め
に
、
最
初
に
三
万
余
騎
を
出
兵
し
、
残
り
の

精
兵
十
七
万
騎
を
会
稽
山
の
山
陰
に
隠
し
た
作
戦
で
あ
る
。
勾
践
は

曠
河
を
隔
て
て
呉
軍
の
三
万
騎
を
小
勢
と
あ
な
ど
り
、
余
寒
の
未
だ

厳
し
い
二
月
の
曠
河
を
渡
り
、
呉
軍
（
三
万
騎
）
と
戦
っ
た
。
呉
軍

は
一
戦
も
せ
ず
（
失
敗
し
た
様
子
を
装
い
）、
北
に
あ
る
会
稽
山
へ
と

退
散
し
、
越
軍
を
会
稽
山
手
前
の
難
所
に
引
き
こ
む
（
傍
線
部
③
）。

勾
践
は
勝
利
の
勢
い
に
乗
っ
て
、呉
軍
を
「
三
十
余
里）

4
（

」
追
い
か
け
、

人
馬
と
も
ど
も
疲
労
を
極
め
た
と
こ
ろ
、
い
き
な
り
呉
軍
の
十
七
万

騎
に
包
囲
さ
れ
た
。
前
に
進
め
ば
敵
あ
り
、
後
ろ
を
突
破
し
よ
う
と

思
え
ば
会
稽
山
の
陰
に
大
勢
の
呉
軍
が
お
り
、
勾
践
は
や
む
を
え
ず

残
兵
を
率
い
て
会
稽
山
に
登
っ
た
（
傍
線
部
④
）。
そ
れ
が
『
太
平
記
』

に
描
か
れ
る「
会
稽
の
戦
」で
あ
る
。『
太
平
記
』の
叙
述
に
基
づ
き
、

当
時
の
戦
場
を
図
１
で
再
現
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

 
【
注
】
囲
ま
れ
た
範
囲
は
呉
越
の
境
で
あ
る
夫
椒
県
を
指
す
。

会稽山 

戦場となる所   

曠河（一説、長江）

図１

 

呉
国

越
国
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し
か
し
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
が
あ
る
。
第
一
に
、
会
稽

山
は
夫
椒
に
は
な
く
、
そ
の
南
に
外
れ
る）

5
（

。
会
稽
山
は
越
国
（
現
在

の
浙
江
省
紹
興
市
）
に
あ
り
、
夫
椒
は
呉
越
の
境
（
現
在
の
浙
江
省
嘉
興

市
）
に
あ
り
、
会
稽
山
の
は
る
か
北
に
位
置
す
る
。
第
二
に
、
曠
河

の
問
題
で
あ
る
。
史
実
や
実
際
の
地
理
な
ど
を
調
べ
て
改
変
を
行
う

と
さ
れ
る
天
正
本
『
太
平
記
』
で
は
、「
曠
河
」
が
「
長
江
」
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
長
江
は
、
呉
の
国
（
現
在
の
江
蘇
省
）
を
貫
く

川
で
あ
り
（
図
２
を
参
考
）、
会
稽
山
は
長
江
の
北
ど
こ
ろ
か
、
は
る

か
南
の
ほ
う
に
位
置
し
て
い
る
の
で
、
呉
の
布
陣
に
現
れ
る
こ
と
は

ま
ず
あ
り
え
な
い
。
ま
た
、
長
江
は
全
長
六
三
〇
〇
キ
ロ
で
、
中
国

第
一
の
大
河
で
あ
る
。
南
京
ま
で
は
一
万
ト
ン
の
船
舶
が
航
行
で
き

る）
6
（

。
仮
に
「
曠
河
」
を
「
長
江
」
と
し
て
も
、
と
て
も
人
馬
の
簡
単

に
渡
れ
る
河
で
は
な
い
。

当
該
説
話
の
源
泉
と
な
る）

7
（

『
史
記
』「
越
王
勾
践
世
家
」
で
は
、

（
勾
践
）
遂
興
レ
師
。
呉
王
聞
レ
之
、
悉
発
二
精
兵
一
撃
レ
越
、
敗
二

之
夫
椒
一
。
越
王
乃
以
二
余
兵
五
千
人
一
保
二
棲
於
会
稽
一
。
呉
王

追
而
囲
レ
之）

8
（

。

と
簡
単
に
述
べ
た
だ
け
で
あ
る
。「
曠
河
」
も
現
れ
な
い
し
、
ま
し

て
会
稽
山
と
の
位
置
関
係
や
呉
の
布
陣
な
ど
に
、
一
向
に
言
及
し
な

い
。
し
か
し
、
夫
椒
の
戦
場
で
敗
戦
を
喫
し
た
勾
践
が
会
稽
山
に
逃

げ
籠
っ
た
と
き
、（
北
に
い
た
）
呉
軍
が
（
南
に
）
追
い
か
け
、
会
稽
山

を
囲
ん
だ
と
い
う
記
述
か
ら
、
夫
椒
は
会
稽
山
と
場
所
を
異
に
し
、

会
稽
山
の
北
に
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

一
方
、
呉
越
の
故
事
を
広
く
流
布
せ
し
め
た
『
呉
越
春
秋
』
の
現

存
本
文
で
は
、
当
該
合
戦
に
つ
い
て
記
録
し
て
い
な
い
た
め
、
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、『
国
語）

9
（

』「
越
語
」
下
で
は
、

越
王
勾
践
即
位
三
年
、
而
欲
レ
伐
レ
呉
。
范
蠡
進
諫
曰
、（
中
略
）。

王
曰
、
吾
已
断
レ
之
矣
。
果
興
レ
師
而
伐
レ
呉
、
戦
二
於
五
湖
一
、

不
レ
勝
、
棲
二
於
会
稽
一
。

図２

【
注
】 『
国
語
』
の
「
関
係
地
図
」
や
、『
中
国
地
図
集
』（
中
国
地
図
出
版
社
、

一
九
九
四
年
八
月
）を
参
考
に
し
、Generic M

apping Tools

（http://
gm

t.soest.haw
aii.edu/

）
を
用
い
て
作
成
し
た
。
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と
書
き
記
し
、
ま
た
『
春
秋
左
氏
伝）
10
（

』
哀
公
元
年
で
は
、

呉
王
夫
差
敗
二
越
于
夫
椒
一
。
報
二
檇
李
一
也
。
遂
入
レ
越
。
越
子

以
二
甲
楯
五
千
一
保
二
于
会
稽
一
、
使
下
大
夫
種
因
二
呉
大
宰
嚭
一

以
行
上
レ
成
。

と
あ
る
。

「
五
湖
」
と
は
「
太
湖
」
の
こ
と
で
あ
り
、
会
稽
山
の
は
る
か
北

に
あ
る
意
味
で
は
、「
夫
椒
」
と
大
差
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、『
国
語
』
も
『
春
秋
左
氏
伝
』
も
『
史
記
』
同
様
に
、
勾
践

が
一
旦
破
れ
て
南
に
あ
る
越
の
会
稽
山
に
立
て
籠
も
っ
た
と
な
る
。

さ
ら
に
、
時
代
は
は
る
か
に
下
る
が
、
呉
越
合
戦
の
始
末
を
史
実
に

基
づ
い
て
描
く
演
義
類
が
後
代
に
存
す
る
。
そ
の
う
ち
の
一
本
、『
西

施
演
義）
11
（

』
第
三
章
で
は
、

（
勾
践
）
不
レ
聴
二
二
人
之
言
一
、
悉
起
二
国
中
丁
壮
一
、
共
三
万
人
、

迎
二
敵
於
椒
山
之
下
一
。
初
次
交
戦
、
呉
兵
稍
却
、
殺
二
傷
百
余

人
一
。
勾
践
乗
レ
勝
直
進
、
約
行
二
数
里
一
、
恰
遇
二
夫
差
大
軍

両
（
　
　
　
　
　
）下

一
、
布
陣
大
戦
。（
越
軍
の
敗
北
の
記
述
を
省
略
）
勾
践

奔
至
二
固
城
一
、
藉
以
自
保
。
呉
兵
囲
レ
之
数
重
、
絶
二
其
汲
道
一
。

（
中
略
）
勾
践
見
三
呉
兵
不
二
退
去
一
、
遂
命
二
范
蠡
率
レ
兵
堅
守
一
、

自
己
帯
二
領
敗
残
人
馬
一
乗
レ
間
奔
至
二
会
稽
山
一
。
点
二
閲
甲
楯

之
数
一
、
只
剰
得
二
五
千
余
人
一
。

と
あ
る
。
波
線
部
「
椒
山
」
と
は
「
夫
椒
」
の
こ
と
で
あ
る）
12
（

。
勾
践

は
敗
戦
し
て
呉
軍
を
突
破
し
て
会
稽
山
に
逃
げ
帰
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、『
太
平
記
』に
見
ら
れ
る
戦
場
の
地
理
関
係
の
描
写
は
、

中
国
の
伝
承
を
離
れ
た
独
自
な
要
素
を
も
つ
も
の
だ
と
見
て
よ
い
。

三
、
曠
河
と
は

こ
こ
で
は
、二
つ
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、

な
ぜ
『
太
平
記）
13
（

』
の
「
会
稽
の
戦
」
記
事
に
「
曠
河
」
が
登
場
す
る

の
か
。
第
二
に
、「
会
稽
山
」
を
史
実
と
か
け
離
れ
て
描
写
す
る
こ
と

の
き
っ
か
け
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

現
存
本
『
呉
越
春
秋）
14
（

』
巻
第
七
「
勾
践
入
臣
外
伝
」
は
、
人
質
と

し
て
呉
に
入
る
勾
践
ら
を
越
の
群
臣
が
見
送
る
さ
ま
を
描
写
し
て
い

る
。
そ
の
冒
頭
に

越
王
勾
践
五
年
、
五
月
、
与
二
大
夫
種
范
蠡
一
、
入
二
臣
於
呉
一
、

群
臣
皆
送
至
二
浙
江
之
上
一
、
臨
レ
水
祖
レ
道
、
軍
陣
二
固
陵
一
。

の
文
が
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
「
浙
江
」
は
川
の
名
前
で
あ
り
、
波

線
部
「
固
陵
」
に
対
す
る
同
書
の
注
釈
は
、『
水
経
注
』
を
引
用
し
て
、

浙
江
又
経
二
固
陵
城
北
一
、
昔
范
蠡
築
二
城
於
浙
江
之
濱
一
、
言

可
二
以
固
守
一
、
謂
二
之
固
陵
一
。

と
書
き
記
し
た
。
つ
ま
り
、「
浙
江
」
と
い
う
川
が
、
越
国
の
城
（
都

の
中
心
）
の
北
側
に
位
置
す
る
。
越
王
が
呉
に
行
く
と
き
は
、
こ
の

川
を
渡
っ
た
。
ま
た
、
勾
践
が
、
文
種
か
ら
祝
詞
を
受
け
て
、
群
臣

南
カ
。
マ
マ
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と
唱
和
し
た
あ
と
、

遂
登
レ
船
径
去
、
終
不
二
返
顧
一
。
越
王
夫
人
乃
拠
レ
船
哭
。

と
あ
り
、
勾
践
が
夫
人
と
と
も
に
船
に
乗
っ
て
呉
に
人
質
と
し
て
行

っ
た
こ
と
が
伝
わ
る
。

一
方
、呉
越
の
間
に
起
こ
っ
た
夥
し
い
合
戦
を
書
き
記
す
『
国
語
』

「
呉
語
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

於
レ
是
呉
王
起
レ
師
、
軍
二
於
江
北
一
、
越
王
軍
二
於
江
南
一
。
越

王
乃
中
二
分
其
師
一
、
以
為
二
左
右
軍
一
、（
中
略
）。
夜
中
、
乃
命
二

左
軍
右
軍
一
、
渉
レ
江
鳴
レ
鼓
、
中
水
以
須
。（
以
下
略
）

『
国
語
』の
右
の
記
述
は
、会
稽
の
恥
を
雪
ぐ
戦
を
描
く
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
勝
っ
た
越
軍
は
つ
い
に
呉
を
滅
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
戦

は
、
呉
越
両
軍
が
松
江
を
隔
て
て
南
北
に
対
峙
す
る
こ
と
か
ら
始
ま

る
。越
軍
が
夜
中
に
川
を
渡
っ
た
の
は
決
勝
の
要
と
な
っ
て
い
る（
傍

線
部
）。

右
に
挙
げ
た
、呉
越
合
戦
に
ま
つ
わ
る
い
ず
れ
か
の
川
の
記
述
が
、

『
太
平
記
』
に
登
場
す
る
「
曠
河
」
の
原
型
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

れ
が
「
天
正
本
」
に
な
る
と
、
有
名
な
長
江
だ
と
誤
解
し
た
可
能
性

が
高
い
。

一
方
、「
会
稽
山
」
の
位
置
関
係
に
見
ら
れ
る
誤
差
は
何
ゆ
え
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、「
会
稽
」、「
会
稽
の
恥
」
の
伝
承
過

程
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、「
会
稽
」

そ
も
そ
も
、
会
稽
と
い
う
地
名
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
は
早
い
。

八
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
家
伝）
15
（

』
上
巻
で
は
、
貞
慧
の

聡
明
好
学
を
み
て
、大
臣
の
鎌
足
が
「
雖
レ
有
二
堅
鉄
一
而
非
二
鍛
冶
一
、

何
得
二
干
将
之
利
一
。
雖
レ
有
二
勁
箭
一
而
非
二
羽
括
一
、
詎
成
二
会
稽
之

美
一
」
と
思
っ
た
。「
干
将
」
と
は
名
剣
の
名
で
あ
る
。
堅
き
鉄
を

鍛
冶
し
た
か
ら
こ
そ
名
剣
に
な
る
こ
と
と
対
に
な
っ
て
、
強
い
箭
も

羽
と
筈
を
つ
け
た
（
矢
を
作
る
）
か
ら
こ
そ
、
会
稽
山
に
産
す
る
竹

で
作
っ
た
優
れ
た
矢
と
い
う
美
名
を
成
し
た
の
だ
と
、
人
の
優
れ
た

才
能
や
知
識
な
ど
を
喩
え
て
い
う
の
で
あ
る
。
会
稽
の
竹
で
優
れ
た

矢
を
作
る
話
は
、『
淮
南
子
』「
墜
形
訓
」
に
見
ら
れ
る）
16
（

。

ま
た
、『
扶
桑
集）
17
（

』
で
も
、
大
江
朝
綱
が
渤
海
使
の
詩
に
唱
和
し
た

一
首
に
、
会
稽
山
が
そ
の
秀
麗
な
風
景
を
以
て
登
場
す
る
。

渤
海
裴
大
使
到
二
越
州
一
後
、
見
レ
寄
二
長
句
一
、
欣
感
之
至
、
押

レ
以
二
本
韻
一

王
道
如
今
喜
二
一
平
一　

教
三
君
再
入
二
鳳
凰
城
一

朝
レ
天
帰
レ
洛）
18
（

秋
雲
遠　

望
レ
闕
高
レ
詞
夜
月
明

江
郡
浪
晴
沈
二
藻
思
一　

会
稽
山
好
称
二
風
情
一

恩
波
化
作
二
滄
溟
水
一　

莫
レ
怕
二
孤
帆
万
里
雄
一

「
越
州
」
に
日
本
の
越
州
と
中
国
の
越
の
国
を
か
け
て
詠
ま
れ
た
一
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首
で
あ
る
が
、
頚
聯
の
下
句
で
詠
ま
れ
た
よ
う
に
、
会
稽
は
風
景
明

媚
な
と
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
「
会
稽
」
の
一

面
は
、
日
本
に
伝
来
し
、
か
つ
よ
く
読
ま
れ
た
『
世
説
新
語）
19
（

』「
言

語
第
二
」
に
も
見
ら
れ
る
。

顧
長
康
従
二
会
稽
一
還
。
人
問
二
山
川
之
美
一
。
顧
云
、
千
巖
競
レ

秀
、
万
壑
争
レ
流
。
草
木
蒙
二
籠
其
上
一
、
如
二
雲
興
霞
蔚
一
。

顧
長
康
と
は
顧
愷
之
と
も
い
い
、
東
晋
時
代
の
画
家
で
あ
る
。
会
稽

を
漫
遊
し
た
後
、「
千せ
ん
が
ん巖

、
秀
を
競
ひ
、
万ば
ん
が
く壑

、
流
を
争
ふ
」
と
言
い
、

そ
の
上
に
草
木
の
繁
茂
す
る
さ
ま
は
雲
霞
の
湧
き
起
こ
る
よ
う
だ
と

形
容
す
る
。
そ
の
よ
う
な
環
境
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
当
時
多
く
の
文

人
た
ち
が
暗
い
政
治
か
ら
脱
出
し
て
隠
居
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で

あ
ろ
う
。
竹
林
の
七
賢
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、『
世
説
新
語
』
は
ま
た

王
羲
之
父
子
の
話
も
た
く
さ
ん
書
き
記
し
、
当
時
の
会
稽
が
文
化
的

な
盛
況
を
迎
え
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
日
本
で
も
有
名
な
逸
話
、

「
任
誕
第
二
十
三
」
ノ
四
十
六
、
四
十
七
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
四
十

六
話
は
王
羲
之
の
子
の
王
徽
之
が
竹
を
君
に
喩
え
て
呼
ぶ
説
話
で
あ

り）
20
（

、
そ
の
次
も
同
じ
王
徽
之
の
文
士
と
し
て
の
風
流
譚
で
あ
る）
21
（

。

王
子
猷
居
二
山
陰
一
時
、
夜
大
雪
。
眠
覚
、
開
レ
室
、
命
酌
レ
酒
、

四
望
皎
然
。
因
起
彷
徨
、詠
二
左
思
招
隠
詩
一
、忽
憶
二
戴
安
道
一
。

時
戴
在
レ
剡
。
即
便
夜
乗
二
小
船
一
就
レ
之
、
経
宿
方
至
。
造
レ
門

不
レ
前
而
返
。
人
問
二
其
故
一
、
王
曰
、
吾
本
載
レ
興
而
行
、
興

尽
而
返
、
何
必
見
レ
戴
。

雪
の
夜
に
、
突
然
友
人
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
夜
も
す
が
ら
船
に
乗

っ
て
い
っ
た
が
、
明
け
方
に
な
り
、
そ
の
門
ま
で
至
っ
て
会
わ
ず
に

帰
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
人
が
怪
し
く
思
っ
て
、
そ
の
わ
け
を
聞

く
と
、「
訪
ね
て
い
く
の
は
興
に
乗
っ
た
故
で
あ
り
、
会
わ
ず
に
帰
っ

て
く
る
の
も
興
が
尽
き
た
こ
と
に
よ
る
の
で
、
何
も
可お

か笑
し
い
こ
と

で
は
な
い
」
と
答
え
た
。
こ
の
話
に
出
る
二
つ
の
地
名
、「
山
陰
」
は

会
稽
山
に
近
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
剡
県
」
も
会
稽
地
域
に
あ
た
る
。

「
会
稽
」
の
地
名
は
現
わ
れ
な
い
が
、
そ
の
あ
た
り
で
起
き
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
東
晋
か
ら
劉
宋
初
期
に
か
け
て
、
会
稽
山
を
中
心

と
す
る
会
稽
地
域
は
、
知
識
人
の
隠
居
や
交
流
の
場
所
で
あ
っ
た
こ

と
が
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）
22
（

。

ま
た
、『
枕
草
子
』
や
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
も
見
ら
れ
る）
23
（

、「
蕭
会
稽

之
過
二
古
廟
一
、
託
締
二
異
代
之
交
一
」（
大
江
朝
綱
）
で
は
、
会
稽
の

丞
と
な
っ
た
蕭
允
を
「
蕭
会
稽
」
と
詠
ん
で
い
る
の
で
、地
名
の
「
会

稽
」
で
そ
れ
に
関
わ
る
人
物
を
表
す
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、「
会
稽
」
は
「
会
稽
山
」
を
も
つ
地
域

の
地
名
と
し
て
使
わ
れ
た
。
矢
の
名
産
地
や
隠
居
地
と
し
て
知
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
地
名
に
関
わ
る
人
物
を
「
某
会
稽
」
と

称
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
で
は
、
こ
れ

ら
の
意
味
で
日
本
で
用
い
ら
れ
た
用
例
は
多
く
な
い
。
そ
れ
に
、『
世
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説
新
語
』
の
よ
う
な
作
品
に
お
い
て
も
、
故
事
に
登
場
す
る
人
物
は

印
象
鮮
や
か
で
あ
る
が
、「
山
陰
」
や
「
会
稽
」
な
ど
の
地
名
に
は
特

に
関
心
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
地
名
や
特
産
な
ど
を

意
味
す
る
「
会
稽
」
は
あ
り
な
が
ら
も
量
的
に
は
少
な
く
、
深
く
浸

透
し
て
い
な
い
と
見
て
よ
い
。
日
本
文
化
に
吸
収
さ
れ
た
の
は
、
次

節
で
述
べ
る
「
会
稽
の
恥
」
に
ま
つ
わ
る
「
会
稽
」
で
あ
る
。

五
、「
会
稽
の
恥
」

上
述
し
た
伝
承
と
平
行
し
て
受
け
継
が
れ
た
も
う
一
つ
の「
会
稽
」

の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
会
稽
の
恥
」
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
呉
越
合
戦
と

い
う
故
事
は
早
く
伝
わ
っ
た
が）
24
（

、
平
安
時
代
末
期
ま
で
は
あ
ま
り
引

用
さ
れ
た
例
を
見
な
い
。
し
か
し
、
鎌
倉
前
期
に
な
る
と
、「
会
稽
の

恥
」
な
ど
の
用
例
が
増
え
た
よ
う
で
あ
る
。

軍
記
物
語
の
祖
と
さ
れ
る
『
将
門
記
』
で
は
、
敗
戦
の
屈
辱
を
味

わ
っ
た
良
正
が
、
将
門
に
復
讐
し
た
い
と
い
う
思
い
を
、

会
稽
の
深
き
に
依
り
て
、
尚
し
敵
対
の
心
を
起
こ
す）
25
（

。

と
表
現
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
会
稽
の
深
き
」
は
、「
会
稽
で
の
恥
の

深
き
」
意
だ
と
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
良
兼
が
将
門
に
仕
返
し
を
す

る
理
由
も
、

本
意
も
怨
み
を
忘
れ
ず
し
て
、
尚
し
会
稽
の
心
を
遂
げ
む
と
欲

ふ）
26
（

。

と
記
す
。
こ
こ
で
い
う
「
会
稽
の
心
」
と
は
明
ら
か
に
「
会
稽
の
恥

を
雪
ぐ
心
」
を
指
す
。
そ
の
他
、「
将
門
が
会
稽
未
だ
遂
げ
ず
」
の
例）
27
（

も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
「
会
稽
」
の
用
例
は
、
漢
籍
で
の
呉
越
合

戦
の
故
事
を
踏
ま
え
た
上
で
の
省
略
表
現
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ

る
ま
い）
28
（

。

『
平
家
物
語
』
に
も
「
会
稽
の
恥
」
は
多
出
す
る
。
覚
一
本）
29
（

を
例

に
取
る
。
例
え
ば
、
巻
一
で
は
二
条
天
皇
が
崩
御
し
た
際
に
寺
々
に

よ
る
額
打
の
争
い
が
語
ら
れ
る
。
も
と
も
と
興
福
寺
の
後
に
打
つ
べ

き
延
暦
寺
が
、
先
に
打
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
興
福
寺
の
荒
法
師
た

ち
は
延
暦
寺
の
額
を
切
り
落
と
し
、
打
ち
割
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

後
、
延
暦
寺
の
大
衆
ら
は
、
興
福
寺
の
末
寺
で
あ
る
清
水
寺
を
こ
と

ご
と
く
焼
き
払
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、

是
は
さ
ん
ぬ
る
御
葬
送
の
夜
の
会
稽
の
恥
を
雪
め
む
が
為
と
ぞ

き
こ
え
し
。

と
、
復
讐
に
あ
る
こ
と
を
明
か
し
た
。
同
じ
く
『
平
家
物
語
』
巻
八

「
水
嶋
合
戦
」
で
は
、
平
家
と
義
仲
の
率
い
る
源
氏
勢
と
が
水
嶋
で

合
戦
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
そ
の
末
尾
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

平
家
は
水
嶋
の
い
く
さ
に
勝
て
こ
そ
、
会
稽
の
恥
を
ば
雪
め
け

れ
。

平
家
に
と
っ
て
、
水
嶋
で
の
勝
利
は
、
こ
れ
ま
で
の
敗
戦
の
恥
を
雪

ぐ
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
。
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一
方
、史
料
類
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
み
た
い
。

『
吾
妻
鏡）
30
（

』
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
八
月
二
十
四
日
条
で
、

実
平
重
申
云
。
今
別
離
者
。
後
大
幸
也
。
公
私
全
レ
命
。
廻
二

計
於
外
一
者
。
盍
レ
雪
二
会
稽
之
恥
一
哉
云
云
。

と
あ
る
。
実
平
を
代
表
と
す
る
源
氏
勢
が
、
先
日
、
大
庭
三
郎
景
親

を
代
表
と
す
る
平
家
軍
に
敗
れ
た
。
そ
の
背
景
を
踏
ま
え
、
今
回
の

離
別
は
、
そ
の
石
橋
山
で
敗
戦
し
た
恥
を
雪
ぎ
た
い
た
め
に
命
を
全

う
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
会
稽

の
恥
」
は
文
字
通
り
、「
石
橋
山
で
の
敗
戦
の
恥
」
を
意
味
す
る
。

右
の
記
事
と
同
日
に
、
三
浦
と
畠
山
の
両
族
も
由
井
浦
で
合
戦
を

し
た
。
そ
の
二
日
後
の
記
事
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

廿
六
日
丙
午
。
武
蔵
国
畠
山
次
郎
重
忠
。
且
為
レ
報
二
平
氏
重

恩
一
。
且
為
レ
雪
二
由
比
浦
会
稽
一
。
欲
レ
襲
二
三
浦
之
輩
一
。

三
浦
の
輩
を
襲
撃
す
る
理
由
の
一
つ
は
「
由
比
浦
の
会
稽
を
雪
ぎ
た

い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
会
稽
」
は
す
な
わ
ち
「
会
稽
の
恥
」

で
あ
り
、「
由
比
浦
で
破
れ
た
屈
辱
」
の
意
味
で
あ
る）
31
（

。「
会
稽
」
が

も
と
も
と
地
名
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
由
比
浦
会
稽
」
と
書
き

記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
会
稽
」
は
「
敗
戦
」
の
ご
と
き
意
味
で
用
い

ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
ほ
か
、
義
経
が
父
兄
の
敵
討
ち
を
し
た
い
思
い
を
「
会
稽
の

思
」
と
語
る
記
録
も
あ
り）
32
（

、
曾
我
五
郎
が
工
藤
祐
経
を
殺
す
敵
討
ち

も
「
会
稽
之
存
念
」
と
表
現
す
る）
33
（

。
そ
れ
ら
の
場
合
に
お
け
る
「
会

稽
」
は
、「
会
稽
の
恥
を
雪
ぐ
」
こ
と
に
当
た
り
、「
復
讐
」
の
意
味
で

使
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
百
錬
抄）
34
（

』嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
十
月
二
十
一
日
条
に
は
、

摂
政
参
内
間
、
於
二
路
頭
一
勇
士
有
二
狼
藉
事
一
。
切
二
前
駆
等
本

鳥
一
。
是
先
日
資
盛
之
会
稽
也
。

と
記
し
た
。
摂
政
基
房
の
先
駆
な
ど
の
髻
が
切
ら
れ
る
事
件
は
、『
平

家
物
語
』
の
「
殿
下
乗
合
」
で
物
語
化
さ
れ
て
有
名
で
あ
る
。『
平

家
物
語
』
に
よ
れ
ば
、「
資
盛
の
会
稽
」
と
は
、
資
盛
が
郎
党
と
共
に

鷹
狩
り
の
帰
途
、
殿
下
の
行
列
に
会
い
、
下
馬
し
て
路
を
譲
る
べ
き

礼
儀
を
取
ら
な
か
っ
た
た
め
、
殿
下
側
に
無
理
や
り
馬
か
ら
引
き
ず

り
下
ろ
さ
れ
る
と
い
う
恥
を
受
け
た
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
殿
下
基

房
の
先
駆
た
ち
の
髻
を
切
っ
た
の
は
、
資
盛
が
辱
め
ら
れ
た
こ
と
を

聞
き
、
祖
父
で
あ
る
清
盛
が
郎
党
た
ち
に
命
じ
た
復
讐
の
行
為
で
あ

る
（
史
実
は
父
親
の
重
盛
の
仕
業
で
あ
る
が）
35
（

）。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
も

資
盛
の
受
け
た
屈
辱
の
報
復
の
意
で
あ
る
。

右
と
似
た
用
例
は
、
ま
た
四
十
八
巻
本
『
法
然
上
人
行
状
絵
図）
36
（

』

に
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
巻
一
に
、
法
然
の
父
親
で
あ
る
時
国
は
、
定

明
に
夜
う
ち
さ
れ
て
死
ぬ
の
だ
が
、
そ
の
直
前
に
法
然
に
次
の
遺
言

を
残
し
た
。

「
汝
さ
ら
に
会
稽
の
恥
を
お
も
ひ
、
敵
人
を
う
ら
む
る
事
な
か
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れ
、
こ
れ
偏
に
先
世
の
宿
業
也
。
も
し
遺
恨
を
む
す
ば
ゝ
、
そ

の
あ
だ
世
々
に
つ
き
が
た
か
る
べ
し
。
し
か
じ
は
や
く
俗
を
の

が
れ
、
い
ゑ
を
出
で
、
我
菩
提
を
と
ぶ
ら
ひ
、
み
づ
か
ら
が
解

脱
を
求
に
は
」
と
い
ひ
て
、（
以
下
略
）。

線
を
付
し
た
「
会
稽
の
恥
」
と
は
、
父
親
が
敵
に
夜
討
さ
れ
、
辱
め

を
受
け
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。「
会
稽
の
恥
」
は
も
と
も
と
敗
戦
を

喫
し
て
辱
め
を
受
け
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
私
的

な
殺
害
に
よ
る
怨
念
」
の
意
に
変
換
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
は
、「
会
稽
の
恥
」
と
い
う
文
辞
が
、
四
十
八
巻
本
法
然
伝
の
成
立

す
る
一
三
一
二
年
前
後）
37
（

に
お
い
て
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物

語
る
。

以
上
、
文
学
と
史
料
類
を
中
心
に
「
会
稽
」
の
用
例
を
検
討
し
て

き
た
。
鎌
倉
期
前
後
に
お
い
て
、「
会
稽
」
と
い
う
文
辞
が
、
合
戦
や

武
力
衝
突
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
し
か
も
、
失
意
の
側
の
文

言
と
し
て
多
用
さ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、「
会
稽
」
は

会
稽
山
ゆ
か
り
の
中
国
東
南
の
地
名
と
い
う
本
来
の
意
味
が
な
く
な

り
、「
失
敗
し
て
会
稽
山
に
逃
げ
籠
も
り
、
屈
辱
的
な
講
和
を
結
ぶ
」

と
い
う
意
の
「
会
稽
の
恥
」
を
媒
介
と
し
て
、「
敗
戦
」
や
「
恥
辱
」

な
ど
の
意
味
で
使
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
会
稽
」
の
前
に
は
、
失
意

の
側
の
人
名
や
、
場
所
を
表
す
地
名
な
ど
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、「
会
稽
」
は
「
会
稽
の
恥
」
を
意
味
し
、
さ
ら
に
「
恥
」
を

意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
「
恥
」
の
理
由
は
場
合
に
よ
っ
て

は
、
敗
戦
だ
っ
た
り
、
父
兄
や
子
孫
が
辱
め
ら
れ
た
こ
と
だ
っ
た
り

す
る
。「
会
稽
」の
語
は
多
様
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
な
か
、「
会
稽
の
戦
」
そ
の
も
の
を
語
る
記

述
も
現
れ
た
。
そ
れ
ら
に
登
場
す
る
「
会
稽
」
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富

む
も
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
平
家
物
語
』
の
一
異
本
と
さ
れ
、
諸
本
の
中
で
最
も
詳
細
な
呉

越
合
戦
の
記
事
を
も
つ
『
源
平
盛
衰
記）
38
（

』（
以
下
盛
衰
記
と
略
称
す
る
）

で
は
、「
会
稽
の
戦
」
を
、

会
稽
ノ
恥
ヲ
雪
ト
ハ
、
異
朝
ニ
稽
ノ
山）
39
（

ノ
洞
ト
云
所
ア
リ
。
蚕

山
ト
モ
名
、
会
稽
山
ト
モ
申
也
。
呉
越
ノ
境
ニ
在
レ
之
ト
カ
。

両
国
境
ヲ
論
ジ
テ
代
々
ニ
軍
絶
ズ
。

と
描
写
し
て
い
る
。
傍
線
部
で
示
し
た
と
お
り
、『
盛
衰
記
』
は
会
稽

山
が
呉
越
の
境
界
に
あ
る
と
捉
え
て
お
り
、
呉
越
両
国
の
間
に
起
こ

る
度
重
な
る
合
戦
を
、
会
稽
山
と
い
う
国
境
を
め
ぐ
る
争
い
だ
と
理

解
し
て
い
る
。
同
類
な
伝
承
の
要
素
を
備
え
る
も
の
に
は
、
例
え
ば

国
会
図
書
館
本
『
和
漢
朗
詠
注
』、

越
王
ノ
勾
践
と
呉
王
ノ
夫
差
と
、
会
稽
山
ノ
ヤ
マ
□）

40
（

論
ジ
テ
合

戦
ス
。

と
あ
り
、『
盛
衰
記
』
に
近
い
伝
承
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
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る
。一

方
、
右
の
理
解
と
は
や
や
異
な
り
、「
会
稽
山
」
が
「
会
稽
の
戦

の
戦
場
」
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
す
作
品
も
い
く
つ
か
あ
る
。

例
え
ば
、
金
刀
比
羅
本
『
平
治
物
語）
41
（

』
は
、

越
王
勾
践
と
呉
王
夫
差
と
会
稽
山
を
中
に
へ
だ
ゝ（

マ
マ
）て

合
戦
を
し

け
る
に
、
越
王
軍
に
う
ち
ま
け
て
、
敵
呉
王
夫
差
に
囚と
ら
は
れ
び
と人

と

な
つ
て
、（
以
下
略
）。

と
述
べ
、
会
稽
山
を
隔
て
て
戦
っ
た
も
の
だ
と
す
る
。
ま
た
、
陽
明

本
『
平
治
物
語）
42
（

』
に
は
、

越
王
勾
践
と
呉
王
夫
差
と
、
会
稽
山
を
中
に
隔
て
て
合
戦
を
し

け
る
に
、
越
王
、
戦
に
打
ち
負
け
て
、
敵
呉
王
夫
差
に
捕
ら
は

る
。

と
、
近
い
叙
述
が
み
ら
れ
る
。
似
た
よ
う
な
説
明
は
『
和
漢
朗
詠
集

永
済
注）
43
（

』（
以
下
永
済
注
と
略
称
す
る
）
に
も
見
ら
れ
る
。

勾
践
ハ
、
呉
王
夫
差
ト
テ
、
呉
ノ
ク
ニ
ノ
王
ナ
リ
シ
人
ト
、
カ

タ
キ
ニ
テ
ナ
ム
ア
リ
ケ
ル
。
呉
王
ハ
、
セ
イ
モ
オ
ホ
ク
、
威
モ

マ
サ
リ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
会
稽
山
ト
イ
フ
ヤ
マ
ニ
テ
、
タ
ヽ
カ
ヒ

ケ
ル
ニ
、
越
ノ
イ
ク
サ
ヤ
ブ
レ
テ
、
勾
践
、
イ
ケ
ド
リ
ニ
、
セ

ラ
レ
ニ
ケ
リ
。

傍
線
で
示
す
と
お
り
、『
永
済
注
』
は
明
ら
か
に
会
稽
山
を
戦
場
だ
と

理
解
し
た
の
で
あ
る
。
九
条
家
本
『
平
治
物
語）
44
（

』
が
、

会
稽
山
と
い
ふ
所
に
て
、
呉
を
ほ
ろ
ぼ
す
故
に
、
会
稽
の
恥
を

雪
と
い
ふ
事
あ
り
。

と
記
述
す
る
ご
と
く
、「
会
稽
山
」
を
復
讐
の
戦
場
だ
と
す
る
説
も
見

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
和
漢
朗
詠
集
私
注）
45
（

』（
以
下
私
注
と
略
称
す
る
）

の
「
強
呉
滅
兮
有
二
荊
棘
一
、
姑
蘇
台
之
露
瀼
瀼
」
の
項
目
で
は
『
史

記
』
を
出
典
と
し
て
明
記
し
な
が
ら
、「
会
稽
の
戦
」
を
、

遂
呉
与
レ
越
戦
二
于
会
稽
山
下
一
。
越
軍
大
敗
。
勾
践
隠
二
於
会

稽
山）
46
（

一
。

と
語
り
、
呉
越
の
合
戦
が
直
接
会
稽
山
の
ふ
も
と
で
行
わ
れ
た
と
す

る
。た

し
か
に
、
史
実
を
棚
上
げ
す
れ
ば
、
会
稽
山
で
負
け
て
捕
わ
れ

た
り
、
会
稽
山
の
ふ
も
と
で
合
戦
を
し
、
破
れ
て
会
稽
山
に
逃
げ
込

ん
だ
り
と
す
る
説
が
い
か
に
も
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
私
注
』
の
よ
う
に
、『
史
記
』
を
引
用
し
な
が
ら
も
、
そ
の
記
述
に

差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
注
釈
者

が
直
接
『
史
記
』
の
原
典
に
当
た
ら
ず
、
孫
引
き
し
て
い
る
う
ち
に

異
な
る
理
解
を
培
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
大
切
な
の
は
、

異
な
る
理
解
を
可
能
に
し
た
こ
と
自
体
で
あ
る
。日
本
に
お
け
る「
会

稽
の
恥
」
の
受
容
史
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
右
の
よ
う
な
理
解
が
可
能

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
「
会
稽
山
」
の
捉
え
方
が
史
実
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
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で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。「
会
稽
の
恥
」
―
「
会
稽
の
戦
」

―
「
会
稽
」
―
「
会
稽
山
」
と
い
う
よ
う
な
連
続
し
た
イ
メ
ー
ジ
が

混
淆
し
て
い
る
な
か
、「
会
稽
の
恥
」
が
す
な
わ
ち
「
会
稽
山
を
論
じ

る
合
戦
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ

う
認
識
を
培
っ
た
土
壌
に
は
、
前
述
し
た
「
会
稽
の
恥
」
の
受
容
史

も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
史
料
類
で
見
受
け
ら
れ
る
「
会
稽
」
の
活

用
法
も
、
そ
の
よ
う
な
混
淆
の
傾
向
を
物
語
る
。
そ
の
傾
向
を
極
め

れ
ば
、「
会
稽
の
戦
」は
す
な
わ
ち「
会
稽
山
」を
争
う
戦
で
あ
り
、「
会

稽
山
」
は
す
な
わ
ち
呉
越
の
国
境
に
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。『
平
治
物
語
』
や
『
平
家
物
語
』
も
、
お
そ
ら
く
夫
椒
の
戦
場

を
わ
ざ
と
隠
蔽
し
た
の
で
は
な
く
、「
会
稽
の
恥
」（「
会
稽
の
恥
を
雪

ぐ
」）
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
説
明
し
て
い
る
う
ち
に
、
自
然
に
、「
会

稽
山
を
め
ぐ
る
戦
」だ
と
観
念
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な「
会

稽
」
に
関
す
る
受
容
史
の
あ
る
な
か
、『
太
平
記
』
は
「
会
稽
の
戦
」

を
詳
細
に
描
写
し
よ
う
と
す
る
と
き
、「
会
稽
」
と
「
夫
椒
」
の
地
理

関
係
を
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。

六
、
結
び
に
か
え
て
―『
太
平
記
』に
お
け
る「
会
稽
の
戦
」

と
こ
ろ
で
、『
太
平
記
』
は
単
に
「
会
稽
の
戦
」
の
戦
場
を
め
ぐ
る

地
理
関
係
を
間
違
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。そ
う
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

一
言
で
い
え
ば
、『
太
平
記
』
に
み
ら
れ
る
「
会
稽
の
戦
」
は
、
漢
籍

に
見
ら
れ
る
そ
れ
よ
り
も
合
戦
に
相
応
し
い
。
会
稽
山
の
実
際
の
地

理
を
無
視
す
れ
ば
、『
太
平
記
』
の
叙
述
は
と
て
も
わ
か
り
や
す
く
、

戦
略
性
に
満
ち
た
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
。

「
会
稽
の
戦
」
の
当
時
に
お
い
て
、『
太
平
記
』
の
呉
王
た
ち
は
、「
後

ニ
会
稽
山
ヲ
当
テ
、
前
ニ
曠
河
ヲ
隔
テ
」
三
万
騎
を
餌
に
し
て
、
勾

践
の
攻
撃
を
誘
っ
た
。
勾
践
は
敵
軍
を
見
渡
し
て
そ
の
軍
勢
を
判
断

し
て
か
ら
、
春
寒
の
大
河
を
渡
る
。
結
果
的
に
は
夫
差
の
策
謀
に
陥

れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
り
の
戦
況
判
断
は
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
早
春
の
寒
い
河
を
渡
っ
た
こ
と
で
体
力
な
ど
を
消
耗
し
、
さ
ら

に
、
退
散
す
る
敵
軍
を
三
十
里
ほ
ど
追
い
か
け
、
軍
勢
は
疲
れ
切
る
。

そ
の
た
め
、会
稽
山
の
陰
で
待
機
し
て
い
た
呉
軍
か
ら
攻
撃
を
受
け
、

一
気
に
敗
れ
て
し
ま
い
、会
稽
山
に
逃
げ
込
む
。『
太
平
記
』
の
「
会

稽
の
戦
」
は
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
す
べ
て
合
理
的
に
構
成
さ
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
原
典
と
異
な
っ
た
部
分
は
『
太
平
記
』
独
自
の
創

作
だ
と
断
言
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、『
太
平
記
』
と
い
う
テ
キ

ス
ト
か
ら
読
み
取
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

確
か
に
勾
践
を
は
じ
め
と
す
る
越
軍
は
、「
会
稽
の
戦
」
で
失
敗
し

た
。
戦
場
に
お
い
て
、
呉
軍
の
策
略
に
陥
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
は
勾
践
が
罠
に
は
ま
る
ほ
ど
愚
か
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
勝
敗
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
よ
り
強
い
も

の
が
勝
つ
の
は
世
の
常
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
双
方
の
指
揮
者
を
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評
価
す
る
と
き
に
は
、相
手
の
力
量
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

呉
軍
の
策
略
が
す
ば
ら
し
い
と
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
勾
践
の
愚

か
さ
は
少
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
勾
践
の
負
け
戦

を
好
意
的
に
描
写
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
双
方
と
も
す
ば
ら
し
い
が
、

呉
軍
は
奇
策
を
か
け
た
の
で
勝
っ
た
と
す
る
手
が
あ
る
。な
に
し
ろ
、

敵
側
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
負
け
た
方
の
咎
め
が
減
る
わ
け
で
あ

る）
47
（

。『
太
平
記
』
の
「
会
稽
の
戦
」
の
描
写
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
勾
践
を
後
醍
醐
天
皇
に
喩
え
て
い
る
こ
と

に
も
よ
る
と
思
わ
れ
る
。『
太
平
記
』
に
お
け
る
後
醍
醐
天
皇
の
批

判
は
た
し
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
「
呉
越
合
戦
」
に

お
い
て
は
後
醍
醐
天
皇
を
好
意
的
に
描
写
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

本
説
話
の
冒
頭
の
詩
歌
も
そ
れ
を
物
語
る
。

し
た
が
っ
て
、『
太
平
記
』
の
描
い
た
「
会
稽
の
戦
」
は
、
原
典
と

な
る
漢
籍
と
か
け
離
れ
る
と
こ
ろ
は
大
い
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ

の
誤
伝
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、「
会
稽
」
や
「
会
稽
の
戦
」
の
日

本
的
受
容
史
の
流
れ
を
汲
み
、
か
つ
『
太
平
記
』
の
世
界
に
相
応
し

い
形
に
な
っ
た
も
の
と
い
え
る
。

【
注
】

（
1
）
例
え
ば
、
釜
田
喜
三
郎
氏
「
民
族
文
芸
と
し
て
の
太
平
記
の
一
断
面

―
児
島
高
徳
論
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
二
十
六
巻

二
号
、
一
九
四
九
年
二
月
。『
太
平
記
研
究
―
民
族
文
芸
の
論
―
』（
新

典
社
、
一
九
九
二
年
十
月
）
再
録
）。
川
口
久
雄
氏
「
伍
子
胥
変
文
と

我
が
国
説
話
文
学
」（『
国
語
』第
五
巻
一
・
二
号
、一
九
五
七
年
四
月
）。

増
田
欣
氏
「
太
平
記
に
お
け
る
呉
越
説
話
」（『
中
等
教
育
研
究
紀
要
』

第
六
集
、一
九
六
〇
年
六
月
）。『「
太
平
記
」の
比
較
文
学
的
研
究
』（
角

川
書
店
、
一
九
七
六
年
三
月
）
再
録
）。
北
村
昌
幸
氏
「『
梅
松
論
』

に
お
け
る
「
異
朝
」
―
『
太
平
記
』
と
の
比
較
を
通
じ
て
―
」（『
日

本
文
芸
研
究
』
第
五
九
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
七
年
九
月
。『
太
平
記
世

界
の
形
象
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
）
再
録
）。
森
田
貴
之

氏
「
天
正
本
『
太
平
記
』
増
補
方
法
小
考
―
巻
四
「
呉
越
戦
の
事
」

増
補
漢
詩
に
つ
い
て
―
」（『
京
都
大
学
国
文
学
論
叢
』
二
十
二
号
、

二
〇
〇
九
年
九
月
）。

（
2
）『
玄
玖
本
太
平
記
』
の
底
本
は
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
本
を
影

印
に
し
た
も
の
で
あ
る
（
勉
誠
社
、
一
九
七
三
年
十
一
月
）。
詳
細
は

鈴
木
登
美
恵
氏
に
よ
る
同
書
の
解
題
を
参
照
。

（
3
）
小
秋
元
段
氏
「『
太
平
記
』
巻
四
古
態
本
文
考
」（『
国
語
と
国
文
学
』

第
八
十
五
巻
十
一
号
、
二
〇
〇
八
年
十
月
）。
な
お
、
氏
に
よ
れ
ば
、

玄
玖
本
は
Ｂ
系
統
を
元
に
し
た
本
文
で
あ
る
。
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（
4
）
日
本
国
語
大
辞
典
に
よ
れ
ば
、
一
里
は
お
よ
そ
五
四
〇
〜
六
五
四
メ

ー
ト
ル
の
長
さ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
十
里
は
一
六
二
〇
〇
〜

一
九
六
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
相
当
す
る
。

（
5
）
夫
椒
と
会
稽
山
は
も
っ
と
離
れ
て
い
る
こ
と
は
、
岡
見
正
雄
氏
が
「
実

際
の
地
理
と
し
て
は
夫
椒
と
会
稽
山
の
間
は
離
れ
て
い
る
」
指
摘
し

た
（
角
川
文
庫
『
太
平
記
』）。

（
6
）
長
江
下
流
部
は
湖
口
か
ら
河
口
ま
で
の
八
〇
〇
キ
ロ
余
り
で
、
南
京
、

鎮
江
（
現
在
の
江
蘇
省
）、
南
通
（
現
在
の
江
蘇
省
）
を
経
て
上
海
市

域
で
東
シ
ナ
海
へ
流
出
す
る
。
こ
の
区
間
は
川
幅
が
広
く
、
水
深
も

大
き
い
。
南
通
付
近
で
は
川
幅
は
十
八
キ
ロ
に
達
す
る
が
、
河
口
部

で
は
八
〇
〜
九
〇
キ
ロ
に
広
が
り
、
海
か
川
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
に

な
る
。（
日
本
大
百
科
全
書
に
よ
る
抜
粋
・
河
野
通
博
執
筆
）。
な
お
、

長
谷
川
端
氏
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
に
お
い
て
、「
長

江
を
揚
子
江
の
意
と
す
る
な
ら
誤
り
」
だ
と
指
摘
し
、「
会
稽
山
に
近

い
長
河
は
曹
娥
江
で
あ
る
」
と
注
し
て
い
る
が
、「
曹
娥
江
」
は
会
稽

山
の
東
に
位
置
す
る
の
で
、
そ
れ
を
渡
っ
て
呉
に
行
く
こ
と
は
な
い
。

（
7
）
増
田
欣
氏
は
前
掲
書
で
『
太
平
記
』
呉
越
説
話
の
源
泉
を
『
史
記
』

に
認
定
し
た
。

（
8
）『
史
記
』
巻
四
十
一
「
越
王
勾
践
世
家
第
十
一
」（
中
華
書
局
、
一
九

五
九
年
九
月
、
以
下
同
）。
た
だ
し
、
表
記
は
常
用
漢
字
に
改
め
、
ま

た
返
り
点
を
付
し
た
。
な
お
、
同
書
巻
三
十
一
「
呉
太
伯
世
家
第
一
」

に
も
同
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
9
）
新
釈
漢
文
大
系
に
拠
る
。
以
下
同
。

（
10
）
新
釈
漢
文
大
系
に
拠
る
。

（
11
）『
西
施
演
義
』（
中
国
近
代
小
説
資
料
彙
編
シ
リ
ー
ズ
（
台
北
）
廣
文

局
出
版
、
一
九
八
〇
年
）。
成
立
年
代
不
明
。
そ
の
提
要
で
は
「
茲
編

依
二
拠
正
史
一
。
捜
二
羅
秘
笈
一
。
採
二
取
西
施
湔
雪
レ
国
恥
之
事
実
。
与

呉
越
之
所
以
結
レ
仇
。
勾
践
之
忍
レ
辱
全
レ
身
。
范
蠡
文
種
之
奇
謀
秘
計
。

呉
王
夫
差
之
昏
庸
驕
傲
。
子
胥
伯
嚭
之
忠
佞
各
別
一
。
莫
不
原
原
本
本
。

分
レ
章
演
述
。（
以
下
略
）」
と
あ
る
の
で
、
史
実
に
基
づ
き
、
伝
承
な

ど
を
取
り
入
れ
た
歴
史
演
義
も
の
と
し
て
、
参
考
程
度
に
し
て
お
き

た
い
。

（
12
）『
史
記
』
巻
四
十
一
「
越
王
勾
践
世
家
第
十
一
」
に
お
い
て
、『
史
記
集
解
』

杜
預
曰
、「
夫
椒
在
二
呉
郡
呉
県
一
、
太
湖
中
椒
山
是
也
。」
と
注
し
て
あ

る
。

（
13
）「
曠
河
」
に
つ
い
て
、
天
正
本
・
義
輝
本
は
「
長
江
」
と
し
、
西
源
院

本
・
梵
舜
本
は
「
大
河
」
と
す
る
。『
太
平
記
』
の
呉
越
説
話
を
引
く

と
さ
れ
る
『
曾
我
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
は
「
こ
せ
ん
と
い

ふ
大
川
」
と
な
っ
て
お
り
、『
三
国
伝
記
』（
中
世
の
文
学
）
は
箭
灘
急

ト
云
大
河
」
と
な
る
。
な
お
、
西
源
院
本
で
は
「
三
十
余
里
」
が
「
十

余
里
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
14
）『
呉
越
春
秋
』（
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
一
月
）。
注
は
元
の
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時
代
の
徐
天
祜
が
施
し
た
。

（
15
）『
家
伝
』（『
寧
楽
遺
文
』
竹
内
理
三
編
、
東
京
堂
、
一
九
六
二
年
）。

（
16
）『
淮
南
子
』「
東
南
方
之
美
者
、
有
二
会
稽
之
竹
箭
一
焉
。」（
新
釈
漢
文

大
系
に
よ
る
）

（
17
）『
扶
桑
集
―
校
本
と
索
引
―
』（
田
坂
順
子
編
、
櫂
歌
書
房
、
一
九
八

五
年
五
月
）。

（
18
）
彰
考
館
本
を
底
本
と
す
る
前
掲
書
の
校
異
に
よ
っ
て
、
詩
歌
の
意
味

か
ら
判
断
し
て
、
内
閣
文
庫
蔵
昌
平
坂
学
問
所
本
、
松
浦
史
料
博
物

館
本
の
「
洛
」
を
取
っ
た
。

（
19
）『
世
説
新
語
』
の
引
用
は
す
べ
て
新
釈
漢
文
大
系
に
よ
る
。
以
下
同
。

（
20
）
王
子
猷
嘗
寄
二
人
空
宅
一
住
、
便
令
レ
種
レ
竹
。
或
問
、
暫
住
何
煩
レ
爾
。

王
嘯
詠
良
久
、
直
指
レ
竹
曰
、
何
可
三
一
日
無
二
此
君
一
。

（
21
）『
蒙
求
』
に
は
「
子
猷
尋
戴
」
の
項
目
で
掲
げ
る
。

（
22
）嶋
田
さ
な
絵
氏「
東
晋
か
ら
劉
宋
初
に
お
け
る
会
稽
の
山
水
と
知
識
人
」

（『
中
央
大
学
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
三
十
四
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）

（
23
）『
枕
草
子
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）「
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
」
章
段
。『
和

漢
朗
詠
集
』
巻
下
「
交
友
」。

（
24
）『
史
記
』
や
『
呉
越
春
秋
』
以
外
に
も
、
例
え
ば
、『
蒙
求
』
に
「
范
蠡

泛
湖
」、「
西
施
捧
心
」
な
ど
の
項
目
が
あ
る
。

（
25
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
将
門
記 

陸
奥
話
記 

保
元
物
語 

平
治
物
語
』

・「
良
正
の
執
念
と
川
曲
村
合
戦
」。

（
26
）
前
掲
書
「
平
良
兼
の
襲
撃
」。

（
27
）
前
掲
書
「
将
門
貞
盛
、
信
濃
国
千
阿
川
の
合
戦
」。

（
28
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
将
門
記 

陸
奥
話
記 

保
元
物
語 

平
治
物
語
』

・「
貞
任
の
猛
攻
を
退
斥
け
、
官
軍
勝
利
す
」
で
は
、「
昔
、
勾
践
、
范

蠡
の
謀
を
用
ゐ
て
、
会
稽
の
恥
を
雪
ぐ
を
得
た
り
。」
と
原
典
と
な
る

故
事
を
全
体
的
に
ま
と
め
る
箇
所
も
あ
る
。

（
29
）
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
拠
る
。
以
下
同
。

（
30
）『
吾
妻
鏡
』（
新
装
本
新
訂
増
補
国
史
大
系
第
三
十
二
巻
、吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
〇
年
三
月
）。
以
下
同
。

（
31
）『
鎌
倉
遺
文
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編C

D
-R

O
M

に
よ
る
）に
も「
会

稽
の
恥
」
を
「
会
稽
」
で
表
す
用
例
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
一
〇

一
〇
番
文
書
、
四
八
〇
八
番
文
書
な
ど
。

（
32
）『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
年
）
十
月
二
十
一
日
条
「
去
平
治

二
年
正
月
。
於
二
襁
褓
之
内
一
。
逢
二
父
喪
一
之
後
。
依
二
継
父
一
条
大

蔵
卿
長
成
之
扶
持
一
。
為
二
出
家
一
登
二
山
鞍
馬
一
。
至
二
成
人
之
時
一
。

頻
催
二
会
稽
之
思
一
。」

（
33
）『
吾
妻
鏡
』
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
五
月
廿
九
日
条
「
被
レ
召
二
出
曾

我
五
郎
於
前
庭
上
一
。
将
軍
出
御
。（
中
略
）五
郎
申
云
。
討
二
祐
経
一
事
。

為
レ
雪
二
父
尸
骸
之
恥
一
。
遂
露
二
身
欝
憤
之
志
一
畢
。
自
二
祐
成
九
歳
、

時
致
七
歳
之
年
一
以
降
。
頻
挿
二
会
稽
之
存
念
一
。
片
時
無
レ
忘
。
而
遂

果
レ
之
。」
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（
34
）『
百
錬
抄
』（
新
装
本
新
訂
増
補
国
史
大
系
第
十
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
〇
年
七
月
）。

（
35
）『
玉
葉
』
嘉
応
二
年
十
月
廿
一
日
、
廿
二
日
、
廿
四
日
条
や
、『
愚
管
抄
』

巻
五
に
よ
っ
て
知
る
。

（
36
）『
法
然
上
人
絵
伝
』（
大
橋
俊
雄
校
注
、岩
波
文
庫
、二
〇
〇
二
年
四
月
）。

な
お
、『
法
然
上
人
傳
の
成
立
史
的
研
究
』
第
二
巻
、
対
照
編
（
臨
川

書
店
、一
九
九
一
年
十
二
月
）
に
よ
れ
ば
、当
該
箇
所
に
「
会
稽
の
恥
」

を
用
い
た
の
は
四
十
八
巻
本
の
み
で
あ
る
。

（
37
）
右
掲
書
の
解
説
に
よ
る
。

（
38
）『
源
平
盛
衰
記
』
巻
二
「
会
稽
山
」（
中
世
の
文
学
、
三
弥
井
書
店
、

一
九
九
一
年
四
月
。
以
下
同
。）
な
お
、
巻
十
七
に
も
「
勾
践
夫
差
事
」

が
あ
る
。

（
39
）
内
閣
文
庫
蔵
慶
長
古
活
字
本
を
底
本
と
す
る
右
掲
書
の
校
異
に
よ
れ

ば
、
近
衛
本
は
「
け
い
の
山
」
と
あ
り
、
静
嘉
堂
本
・
蓬
左
文
庫
本

は
共
に
「
稽ケ
イ
サ
ン山
」
と
な
る
。

（
40
）「
陶
朱
辞
越
之
暮
、
眼
混
五
湖
之
煙
」
の
注
釈
。『
和
漢
朗
詠
集
古
注

釈
集
成
』
第
二
巻
（
大
学
堂
書
店
、
一
九
九
四
年
一
月
）。
□
の
と
こ

ろ
は
「
雨
＋
虫
」
の
字
形
か
と
す
る
。

（
41
）
金
刀
比
羅
本
『
平
治
物
語
』
に
関
す
る
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系

に
よ
る
。
ま
た
、古
活
字
本
の
当
該
箇
所
は
「
つ
ひ
に
呉
に
向
ふ
所
に
、

越
王
う
ち
ま
け
て
会
稽
山
に
引
こ
も
る
と
い
へ
ど
も
、
か
な
ひ
が
た

き
が
ゆ
へ
に
、
降
人
と
成
て
（
以
下
略
）」
と
、
漠
然
と
し
て
お
り
、

位
置
関
係
の
判
断
が
難
し
い
。

（
42
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（
43
）「
陶
朱
辞
越
之
暮
眼
混
五
湖
之
煙
」
の
注
釈
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

（
44
）
学
習
院
大
学
図
書
館
蔵
本
（
九
条
家
旧
蔵
）
を
底
本
と
し
た
、
新
日

本
古
典
文
学
大
系
に
拠
る
。

（
45　
『
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
』
第
一
巻
（
大
学
堂
書
店
、
一
九
九
七
年

六
月
）
に
よ
る
。

（
46
）
広
島
大
学
本
『
和
漢
朗
詠
集
仮
名
注
』
も
「
夫
差
窃
聞
儲
レ
軍
、
遂
呉

与
越
戦
二
会
稽
山
の
下フ
モ
ト

一
。
越
軍
大
敗
。」
と
、
似
た
よ
う
な
解
釈
を

し
た
。

（
47
）
例
え
ば
、『
三
国
志
演
義
』
に
お
け
る
諸
葛
孔
明
と
周
公
謹
の
関
係
で

あ
る
。
公
謹
は
愚
か
だ
か
ら
負
け
た
の
で
は
な
く
、
諸
葛
孔
明
が
あ

ま
り
に
も
強
い
か
ら
だ
。


